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資料４ 



 

①教育基本法改正等で明確になった教育の理念を踏まえ、
「生きる力」を育成 

②知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成の
バランスを重視 

③道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やか
な体を育成 

・教育基本法の改正等を踏まえ、平成２０年に、幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領を、平成２１年
に、高等学校学習指導要領を改訂。 
・小学校では平成２３年度、中学校では平成２４年度から全面実施、高校では平成２５年度入学生から年次
進行で実施。 

１．学習指導要領改訂の基本的な考え方 

○週当たりのコマ数を小学校低学年で週２コマ、小学校
中・高学年、中学校各学年で週１コマ増加 

学習指導要領の改訂のポイント 

３．教育内容の主な改善事項 

  ①言語活動の充実   ②理数教育の充実   ③伝統や文化に関する教育の充実  

  ④道徳教育の充実   ⑤体験活動の充実   ⑥外国語教育の充実 

  ⑦環境教育・キャリア教育・食育・消費者教育・情報教育・安全教育の充実 など 

体 

知 徳 

確かな学力 

健やかな体 

豊かな心 

「生きる力」 

２．授業時数の増加（小・中学校） 

  ○国語、社会、算数・数学、理科、外国語、体育・保健体育の 

   授業時数を約10％増加 
 

「生きる力」  
 ―知・徳・体のバランスの 

   とれた力 

学習指導要領の改訂 
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①小学校＜平成２０年３月公示＞ 

 【社会科】 
  ・販売について、販売者の側の工夫を消費者の側の工夫と関連付けて扱う（第３・４学年） 
  ・食料生産、工業生産にかかわって、価格や費用について取り扱う（第５学年） 
 

 【家庭科】 
  ・物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考える（第５・６学年） 
  ・身近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できること（第５・６学年） 
 

 【道徳】 
  ・物や金銭を大切にする（第１・２学年）（同旨第３・４学年、第５・６学年） 

【新学習指導要領の記述例】 

新学習指導要領における金融に関する記述例① 
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○ 社会の変化を踏まえ、学校教育において、児童生徒が金融や経済に関する基本的な知識を身 

 に付けることは重要であるため、従来より、小・中・高等学校の社会科、公民科、家庭科等を中心  

 に、金融の仕組みや働き、消費者の基本的な権利や責任等について、児童生徒の発達段階に応 

 じた指導を行ってきており、新学習指導要領においてもその充実を図っている。 



小学校 家庭科の教科書の例   

物や金銭の大切さに気づ
かせ、計画的な使い方に
ついて考えさせている 
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教科書における取扱い例（小） 



② 中学校＜平成２０年３月公示＞ 

 【社会科（公民的分野】 

  ・身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させる 

  ・価格の働きに着目させて市場経済の基本的な考え方を理解させる 

  ・現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解させる 

  ・市場における価格の決まり方や資源の配分について理解させる 

  ・消費者の自立の支援なども含めた消費者行政を取り扱う 

 

 【技術・家庭科（家庭分野）】 

 ・自分や家族の消費生活に関心を持ち、消費者の基本的な権利と責任について理解する 

   ・販売方法の特徴について知り、生活に必要な物質・サービスの適切な選択、購入及び 

活用ができる 

【新学習指導要領の記述例】 

新学習指導要領における金融に関する記述例② 
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中学校 社会科 公民的分野の教科書（平成２４年度見本）の例   
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教科書における取扱い例（中） 
具体的な事例を取り上げながら、金融
の意味や金融機関の働きについて説
明している。 



中学校 技術・家庭科 家庭分野の教科書（平成２４年度見本）の例   
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教科書における取扱い例（中） 
販売方法と同時に、様々な支
払い方法や契約の意味につ
いて説明 



③ 高等学校＜平成２１年３月公示＞ 

 【公民科（現代社会、政治・経済）】 

  ・現代の経済社会の変容などに触れながら、金融について理解を深めさせる 

  ・金融制度や資金の流れの変化などにも触れる 

  ・金融の仕組みと働きについて理解させる 

  ・金融に関する環境の変化にも触れる 

 

 【家庭科（家庭基礎、家庭総合、生活デザイン）】 

  ・消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任を理解させる 

  ・生涯を見通した生活における経済の管理や計画の重要性について認識させる 

  ・消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させ、消費者として 

  主体的に判断できるようにする 

  ・契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題などを取り上げて具体的に扱う 

【新学習指導要領の記述例】 

新学習指導要領における金融に関する記述例③ 
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 高等学校 公民科 現代社会の教科書（平成25年度見本）の例  

教科書における取扱い例（高） 
金融制度に触れつつ、金融につ
いて理解を深めさせている。 
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 高等学校 公民科 現代社会の教科書（平成25年度見本）の例  

教科書における取扱い例（高） 
金融に関する環境の変化にも
触れている。 
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 高等学校 家庭科 家庭総合の教科書（平成25年度見本）の例  

教科書における取扱い例（高） 
契約やそれをめぐる問題につい
て具体的に扱っている。 

11 



 高等学校 家庭科 家庭総合の教科書（平成25年度見本）の例  

教科書における取扱い例（高） 
消費者信用やそれをめぐる問題に
ついて具体的に扱っている。 
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最後に～学校に何を求めるか～ 

 

社会の進展に伴い、学校教育では様々な視点からの
教育が求められるようになっている。 

（例）環境教育、消費者教育、防災教育、金融経済教育、・・・・ 

○学校教育では、生涯にわたって学び、課題を解決する力の基盤を育成 
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学校教育法第３０条第２項の規定する「学力の３要素」 

「生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに， 

これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ， 

主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない」 

 

○学校教育で育成すべき学力とは 



子どもと社会の架け橋となるポータルサイト① 
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Ｓがｓ 



子どもと社会の架け橋となるポータルサイト② 
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 保護者・地域住民、 
地域企業・商工会・自治会 

 
 
 
 
 

想定されるプログラム（例） 
 ○町おこしや観光振興のための企画･立案･参加 
 ○地域住民の声を聴き、中・高校生議会で質問・提言 
 ○国政選挙や地方選挙と連動した模擬選挙の実施 
 ○地域の子育て支援や高齢者福祉の活動の企画･立案･参加 
 ○環境保全、土地や施設の有効活用の提言･参加 など  

社会との接点にかかわる教育の重
視 

・キャリア教育・法教育 

・租税教育  ・社会保障教育 

・金融経済教育 

・選挙や政治に関する教育   など 

指定 

○校内教職員の協力体制の構築 
○保護者等や関係機関との連絡調整 など 

地域の抱える課題（例） 
○地域のコミュニティ活性化 
○高齢者福祉、子育て支援 
○ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 
○環境保全（公園など公共施設や 
 道路の清掃・美化） 
○土地の有効利用 
○地域の特産物・文化財等の効果 
 的な周知・広報 
○地場産業の振興・活性化 
○観光資源の有効活用 など 

 
 

中・高校生の 主権者意識の涵養 

 
 
 
  
○学習プログラムの提供 
○教材の提供 

○指導方法等のノウハウ提供 

○講師等の派遣     など 

 

 ○講師等の派遣 
 ○広報媒体の提供 
 ○県主催イベントの活用 など 

 

 

 

○知事部局及び外部団体の連絡調整 

○学校への指導・助言      など 

連携・協力 

平成25年度要求額 ： 11,024千円（新規） 

◇教育課程上の位置付け 

・ 総合的な学習の時間、社会 科・公民科、  

 家庭科や学校設定教科・科目等の活用 

 

・生徒会活動や学校行事との 効果的な連携 

知事部局 社会教育団体・NPO団体等 
教育委員会 

中学校・高等学校 
地域社会 

実社会への参画のための実践力の育成 

○中・高校生の社会参画意識を高め、主権者として自立するための基礎的な能力や態度を育成することを目指す 

○地域の関係者等と連携し、総合的な学習の時間や特別活動、社会科・公民科、家庭科等の授業を活用して、地域の 

 抱える具体的な課題の解決等に係る体験的・実践的な学習を行うためのプログラムを開発・発信する（10地域） 

中・高校生の社会参画に係る実践力育成のための調査研究 

～未来の主権者育成プログラム～ 

地域の課題解決への参画を 

通じた体験的・実践的学習 
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